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平成２５年度第３回（第１４回）花見川地区学校適正配置地元代表協議会議事要旨 

 

１ 日時 平成２５年９月４日（水） １８時３０分～２０時３０分 

  

２ 場所 花見川公民館 １階大会議室 

 

３ 出席 

（１）委 員  １７人  

※欠席委員  ５人（西田委員、井元委員、熊谷委員、早坂委員、佐藤委員） 

（２）事務局   ５人 

※企 画 課：大崎課長、池田統括管理主事、小口主査、安井主査補、 

望月主査補 

（３）傍聴者  １９人 

 

４ 資料 

（１）資料１：地元代表協議会における協議概要 

（２）資料２：話し合いの進め方について 

（３）資料３：花見川地区中学校の統合に関する要望書(案)  

（４）資料４：小学校の統合について  

（５）資料５：小学校の状況について  

（６）資料６：小学校の統合場所を検討するに当たっての前提条件と視点・項目別評価表 

 

５ 概要 

（１）資料１・２をもとに協議の概要と話し合いの進め方を確認した。 

（２）「中学校の統合」について 

会長・副会長が作成した「統合に関する要望書（案)」について、事務局、会長から 

説明が行われた。その後、協議を行った結果、修正事項はなく、提示した案のとおり 

協議会として決定された。「統合に関する要望書」については、近日中に会長、副会 

長が教育長に提出することが確認された。 

（３）「小学校の統合場所」について 

各団体で話し合われた内容を含め協議が行われた結果、「統合場所を第一小とする方 

向性」について合意が得られなかった。平成２７年度統合の方向性はそのままで、各 

団体が持ち帰るとともに、対象となる小学校で説明会を行うなどして理解を図り、 

次回、継続協議することが確認された。 

（４）次回協議会について 

１０月２日（水）１８時３０分から２０時３０分、花見川公民館大会議室で開催する 

こととした。 

 

６ 会長挨拶 

お忙しい中、お集まりいただき感謝する。小学校の統合場所はまだ決まっていないが、 

すでに統合することは決定しており、平成２７年４月を目標としているので、その方向 

に沿って協議をお願いしたい。 
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７ 報 告 

（１）地元代表協議会における協議概要について 

事 務 局：資料１・２を説明。 

・中学校の統合については、会長・副会長が作成した「統合に関する要望書 

（案）」について、協議を行った結果、協議会として要望書(案)の訂正は 

なかったが、一度、各団体で持ち帰り、本日、再度確認することとなって 

いる。 

・小学校の統合については、各団体で話し合われた内容を含め協議が行われ 

た結果、前回の「第一小を統合場所とする方向性」の提案について合意が 

得られなかったため、平成２７年度統合の方向性はそのままで、各団体が 

持ち帰り、本日も継続協議することが確認されている。 

藤井議長：今の報告について、ご質問・ご意見はあるか。 

一  同：特になし 

 

８ 協 議 

議題（１）花見川地区の学校適正配置の方向性について 

・「中学校の統合について」 

 藤井議長：中学校の統合については、会長・副会長で作成した「統合に関する要望書（案）」

について、各団体で持ち帰り、本日、再度確認することとなっている。 

まず、事務局より資料の説明をお願いする。 

事 務 局：資料３については、前回、会長・副会長より提示した要望書(案)であるが、 

     ２点説明する。 

      ・行幅を詰めて、Ａ３用紙１枚であったものをＡ４用紙１枚にした。 

・本文５行目、協議会の回数を「１２回」から今回を含めて「１４回」に改 

めた。 

藤井議長：次に、「統合に関する要望書（案）」について、作成者である会長・副会長 

から、補足説明があればお願いする。 

原田会長：教育環境の整備については、２（１）に集約した。大規模改修を基本とした 

リニューアルということで、協議会では教育委員会から説明をよく聞いては 

いるが、細部についてまではわからないため、学校側の要望を十分聞いて入 

念に擦り合わせて実施していただきたい。 

藤井議長：事務局や会長からの説明について、ご意見・ご質問はあるか。 

塙 委員：要望書（案）の３にある校名、校歌、校章については、地元の意見を十分に 

尊重して決定していくというのは、いつ誰が関わるのか。誰が責任をもって 

決定するということか。先行地区等の例を教えていただきたい。   

事 務 局：先行地区の校名については、統合校の開校１年前の５月頃に自治会や学校に

周知を図り、地域や保護者対象のアンケートで校名を募集している。その後、

教育委員会内で選定を行い、最終的に市議会で決定していく。校歌や校章に

ついては、統合後に学校長を中心に、児童生徒から募集をしたり、学校評議

員等と相談をしたり、できる限り多くの方々に関わりながら決定を行ってき

ている。 

原田会長：校歌や校章は統合前に、なぜ決めないのか。 
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事 務 局：校歌や校章は、児童生徒がまだ新しい学校に在籍していないので、統合後に

募集をかけるような形で検討をする。また、統合校の学校長が決定した学校

教育目標を踏まえて、校歌や校章にも反映しながら進めるということもある。 

藤井議長：前回協議会で、この会として要望書（案）の訂正はないことが確認されてい 

るが、各団体で話し合われた中で、修正等のご意見がある方はお願いする。 

一  同：特に意見なし 

藤井議長：中学校統合の協議をまとめる。会長・副会長が作成した「統合に関する要望 

書（案）」について、協議会として決定してよろしいか。 

一  同：異議なし（了承） 

藤井議長：それでは、この要望書の（案）をとっていただく。ただ今、決定した要望書 

については、会長・副会長で、責任をもって教育長に提出する。 

次に、要望書提出後の流れについて、事務局より説明をお願いする。 

事 務 局：「統合に関する要望書」を提出いただいた後、教育委員会内で「子どもたち 

のより良い教育環境の整備と教育の質の充実を図る」という視点で十分協議 

する中で、１０月の教育委員会会議に諮り、正式に決定となる。 

教育委員会会議で決定された場合は、委員の皆様には新聞等、報道での発表 

でお知らせすることとなる。 

先行地区では、地域住民への周知としてお知らせ文を配布することを協議会 

で了承した後に、自治会や各学校の保護者、近隣の幼稚園や保育所等に配布 

している。統合が決定した後、協議会の中で検討していただくことがよろし 

いかと考える。 

藤井議長：第二中区育成委員会から、一つだけ報告したいことがある。８月３１日に第

二中区育成委員会で報告会を行ったが、その際に花見川南商店街の自治会長

から、中学校統合に際して、学区外通学承認地域としての申請を出すための

検討に入っているという話があったので報告する。 

 

・「小学校の統合場所について」 

藤井議長：次に「小学校の統合場所について」、事務局、説明をお願いする。 

事 務 局：資料４～６については前回と同様である。 

・資料４は今年の９月までに要望書が提出され、平成２７年４月に統合とし 

た場合である。 

・平成２８年４月に統合とした場合は、来年９月までに要望書を提出する必 

要がある。その場合、２６年度中に、第一・二小とも第１棟の部分を耐震 

補強工事（居ながら施工）し、学校は第１棟に機能集約することになる。 

藤井議長：それでは、協議に入る。第一小と第二小の統合場所について、各団体で話し 

合われた内容の報告を含め、ご意見がある方はお願いする。 

板谷委員：第一小ＰＴＡは、夏休み中ということもあり、集まることはできなかったが

アンケートを配布し、統合場所が第一小になった方が良い理由を募った。 

１６５家庭に配布し１０枚の回収があった。主な意見は次のとおりである。 

・避難所がなくなってしまうと不安である。 

・児童数が第一小の方が多い。 

・大通りに面しているので車が多い反面、不審者が近寄りにくい。 
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・地域全体のバランスが良い。 

大塚委員：第二小ＰＴＡも集まることはできなかったが、ＰＴＡ理事や役員にご協力を 

いただき、アンケートという形で意見の集約を行った。 

     ・「第一小と第二小の統合についてどう思うか。」については、賛成が多数 

であった。 

     ・「統合場所が第一小になった場合、どう思うか。」については、賛成と反

対が同数で、賛成と答えた保護者の中でも統合を優先するために止むを得

ないという意見が多かった。 

     ・「統合場所が第二小になった場合、どう思うか。」については、ほぼ全員

が統合を了承するという意見であった。 

     アンケートの総評として、現時点で第一小を統合場所とすることに対しては 

了承はできない。その理由として、次の意見があがっている。 

・資料における評価表を見ても第二小の方が良いのではないか。 

     ・特別支援学級については、第一中にもあるため、子どもたちの今後のこと

を考えると第二小に特別支援学級を移す方法も良いのではないか。 

     ・第一小となった時には、車両や街灯、児童の危険箇所の問題以外に、ほぼ

同じ通学時間帯に小・中学生がお互いに狭い通学路を逆方向に通学するこ

とになってしまい、混雑するのではないか。 

     ・避難場所については、第一小の近くには公民館もあり、跡施設になった後

に避難場所として要望を上げていくことも良いのではないか。 

     ・第二小だと、耐震補強工事が少なくて済む。 

     このようなことから、統合場所については、公平な立場の第三者に判断をし 

てもらう方法も良いのではないかと考える。 

茂木委員：第一小関係で、８月１３日に地元自治会会長、副会長、ＰＴＡ関係の方々 

２０名で協議を行ったが、ほぼ全員が統合場所は第一小が良いという意見で 

あった。 

理由は、児童数が多い、特別支援学級がある、通学路を考えると第二小では 

合意ができない、第一小がなくなるとこの一帯で避難場所がなくなってしま 

うといった意見があった。 

塙 委員：避難場所の話が出ているが、耐震補強もしていない現状の校舎が跡施設とし 

て残ったとしてもどうにもならないのではないか。どういう状況を想定して 

跡施設を避難場所にすることを考えているのか。避難場所として新たな建築 

物を造る要望をしていくことになるのか。 

板谷委員：統合校として残れば、今後も避難場所として使用することができるため、残 

してほしいということである。一方で統合場所が第二小になると、第一中と 

第二小の２つとなり避難場所が集中してしまうことになる。 

塙 委員：例えば第一小が跡施設となり、売却し、マンションが建ったとしたら、緑地 

     や避難場所の確保が必要になるのではないか。また、第一小と第二小の場所 

では、土地の価値も異なるため、有効活用するならば第一小を処分し、その 

費用を跡施設に生かした方が良いのではないか。 

藤井議長：跡施設として避難所の話は学校適正配置の協議とは別であり、協議を本論に 

戻したい。 
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鶴田委員：柏井小ＰＴＡでは８月２４日に報告会を実施した。柏井小は統合対象ではな 

かったため、これまでは見守ってきたが、今回は第三者として意見を募った。 

その中で、将来的に柏井小も統合があり得るため、その時に横戸地区から通 

学する児童を考えると今回は第一小を残した方が良いという意見があった。 

中村委員：第三小ＰＴＡは、８月３１日に第二中区育成委員会の報告会に参加したが、 

(第三小保護者会)  特に意見はなかった。本日の協議内容を報告し、意見集約を図っていきたい。 

伊藤委員：第一中では、夏休み明けに学校全体としてのアンケートを行う予定である。 

ＰＴＡ本部役員の中の話では、柏井小ＰＴＡから出た話と同じで、もともと

柏井小は第一小から分かれた学校であることからも、将来の統合を考えると

今回は第一小の方が良いという意見があった。また、東日本大震災の時に、

実際に避難場所として第一小に避難された方もおり、近くに避難所があると

安心感があるということであった。第二小は無くなっても、避難場所として

第一中があるということからも、第一小が残った方がよいという意見があっ

た。 

芳賀委員：第二中ＰＴＡも小学校の統合場所に対しての意見は特に出なかった。 

安恒副会長：第一中区育成委員会として、第一小、第二小のどちらかに統一された意見が 

出ているわけではない。ただし、意見としては、なかなか議論が進まない中 

で、関係当事者同士の話し合いでは、感情も背景にあって様々な意見が出て 

くるので、第三者が客観的なデータ等に基づいて判断しないと決まらないの 

ではないかとの意見があった。また、第一小を押す意見の中で、新しい論点 

として、ここまで来ると、数（児童数）ということも考えざるを得ないので 

はないか、ということが出された。統合は、新しい学校を作っていくことな 

ので、単純に児童数の多い方にということではないとは思うが、一方、新し 

い学校を立地するのに、人の多い方にするか、薄い方にするかといえば、人 

のウェイトの重い方に寄せると考える方が普通だと思うので、立地を考える 

時に数の問題は無視できないのではないか。通学距離が伸びる影響を考慮す 

る場合も、伸びる距離は同じでも、人が多ければ積算での影響は大きくなる。 

もう１点、地域の学校配置のバランス論は引き続き強く出ているが、避難場 

所という点について、以前の報告会の中で、単に危険を避けて避難する場所 

ということだけでなく、救援物資が避難場所に集中するので避難場所への 

アクセスのしやすさというのが大きな問題になるという意見もあったので、 

参考までお話しておきたい。 

藤井議長：第二中区育成委員会も第三者的存在であり、どちらが良いという意見はなか 

     った。 

様々な意見が出てきており、時間はかかるものの徹底的に協議を行い、合意 

ができるようにしていくしかないと思う。 

  中村委員：今年度の１回目の協議の中で、双方がそれぞれの学校の良さを認め合ってい 

(第一小区自治会) たが、そうなると話し合いで結論を得ることが難しいのではないか。このま 

までは決定打がなくなるため、今まで出てきた内容に対して優先順位を考え 

ていくのが良いのではないか。私的に優先度が高いのは、既存の児童数の多 

いこと、通学路の安全性、特別支援学級の有無の順番と考える。後は教育委 

員会に判断してもらうしかないのではないか。 
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また、前回の協議会では、統合対象の保護者全体に向け、教育委員会が出向 

いて学校適正配置の意義を説明し、それに伴う質問事項に率直に答えていた 

だく場を設定するとあったが、それはどうなったのか。 

大塚委員：夏休み中ということもあり、この期間までに設定することができなかったが 

今後、検討していく予定がある。 

  中村委員：資料５の通学距離はどうやって測定したのか。実際に歩いてみたが、柏井橋 

 (第一小区自治会) を渡って左に曲がった分かれ道から、第一小だと裏門まで８分かかった。 

第二小までは行きは坂もあり９分、帰りが７分かかった。行きは車も多く、

通り過ぎるのを待つのに多少時間がかかったと思われる。このことからも本

当に３００ｍの差があるのかと思う。 

  事 務 局：資料５は地図上で計った距離である。双方ともに学校の位置までは同じであ 

るが、３００ｍの違いは、第一小は正門まで回って登校することを前提とし

ているためである。 

藤井議長：先ほどの話からも第二小ＰＴＡは、今後、説明会を実施し、検討していくと

いうことである。また、第一小、第二小のどちらにするかについて、様々な

意見をいただいたが、今回の協議ではこれ以上の進展は望めないように思う。 

大塚委員：現状で統合場所を第一小とすることは承諾できないが、統合を優先するため

にも第一小で止むなしというご意見も半数いることは確かである。説明会を

実施し、再度検討していきたい。 

安恒副会長：今回、ここで協議を終わらせてしまうと、協議会では意見が平行線のまま終 

了したということだけになってしまう。第二小の説明会は実施していくとし 

ても、折角、時間があるので、協議会として、個々の評価要素にどのように 

優先順位をつけて判断していくのかといった点について、もう少し議論を続 

けてはどうか。 

境 委員：前回の協議会では、第一小と第二小の当事者同士が話し合ってくることにな 

っていたのではないか。当事者同士の話し合いがなく、他の我々が決めてし 

まっていいのか。 

大塚委員：協議会として第一小という方向性を持ち帰ったところ、反対意見が圧倒的に 

強く、その状態で夏休みに入ってしまったため、第一小との話し合いも途絶 

えた状態になってしまった。 

伊藤委員：中学の統合協議ではそうならなかったが、どうしても感情論になってしまっ 

ていると思う。反対されている方々に、なぜ統合が必要なのかを再度ご理解 

いただき、前向きに判断してもらうことが大切に思う。 

阿部委員：それをやるべき場が、第二小での説明会であるので、まずは説明会をやって 

いくべきである。第四小と第五小が統合して花島小になった。第一中と第二 

中が統合して第一中の場所になる。団地の方からすると、母校がまったくな 

くなるという方の声もあるが、それでも統合してよかったという結論になる 

よう協議を進めていくべきである。第二小の苦しい立場をみんなで援助し、 

見守るべきである。 

藤井議長：第二小は説明会を実施するということであるので、前向きな進展があること 

     を期待したいと考える。 

大塚委員：伊藤委員からいただいた意見であるが、中学校は２７年４月に統合なので、
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当事者が少なく、感情論にならなかったのではないか。小学校も統合が３０

～３１年度であれば、話は違ってくると思う。また、第一小という方向性に

対して、どうしても納得できない保護者もいるが、そういう方々のご意見を

保留したまま、推し進めることはできないのが現状である。 

伊藤委員：統合効果のポジティブな部分をもっと理解してもらうことが大切であると思 

う。ひたすら反対というのではなく、違った方向を向くような話し合いを持 

ってほしい。 

塙 委員：この協議会の第１回の時は、震災の直後で、１日も早く統合して子どもたち

を安全な校舎で学習させたいという方針で一致していた。２年が過ぎ、その

時のことが薄れてきてしまっているのではないか。現在、第二小は半分以上

耐震補強が行われているが、第一小は全く行われていない。感情論は置いて

おき、大切なことは早く統合場所を決定して、完全に耐震補強ができた安全

な学校で教育を受けさせたいということである。 

安恒副会長：耐震については市の方針として、平成２７年度以降も子どもがいる学校につ 

いては全て平成２６年度中に耐震工事を完了することになっている。ただし、 

教育環境は、耐震の問題だけではないので、何とか早く結論を出して、耐震 

以外の設備改修等を含め、子どもたちを早く良い環境の下で教育を受けられ 

るようにしようという統合の議論の出発点を再確認することは大切である。 

茂木委員：第一小自治会では、今回、自治会が集まって話し合いをもったが、状況を理 

     解していない方もいた。ぜひ、第二小自治会も集まって協議を行った方が良 

いと思う。 

原田会長：このまま平行線で議論をしていても仕方がない。まだ理解の深まっていない

保護者の方もいるであろうことから、説明会を実施して、皆さんの意見を聞

いた方が良いと考える。子どもの数が減り、どうにもならなくなってから統

合を検討したのでは遅い。原点に返り、子どもの立場で考えるべきである。

なるべく早い段階に、そういう立場で結論を見出すべきである。また、第三

者の委員に判断を委ねるという意見があったが、それでは今までの議論の意

味が全くなくなることになるので、あくまでもこの場で決めていくというこ

とで進めていきたい。 

藤井議長：様々なご意見が出されており、統合場所について合意に至らなかったので、 

次回の継続審議としてよいか。 

一  同：異議なし（了承） 

黒田委員：総論賛成、各論反対という現象はよくあることであるが、丁寧に対応するこ 

とが大切である。押し付けるのではなく、理解を深めていくことが重要であ

る。 

安恒副会長：今、時期的に厳しい状況になりつつあるが、統合時期については、小・中学 

校ともに平成２７年４月の統合に向けて、本日まで協議を進めている。 

中学校については、先ほど統合の要望書が合意され、先行して教育長に提出 

することが決まったが、そうなると小学校についても、この９月には要望書 

を提出する必要がある。 

このような状況の中で、今までの協議の経緯等を踏まえ、小学校も２７年４ 

月統合の方向性は変えず、期限ぎりぎりまで協議をしていくことでいかがか。 
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一  同：異議なし（了承） 

安恒副会長：今、時期的には非常に厳しいところにきているが、単純に開校を平成２８年 

４月に延ばすと、また協議のスピードが鈍ってしまう。今のペースを緩めず 

に協議を続け、結論が出た時点で平成２７年４月で可能か、１年延ばすかを 

判断するということでいかがか。 

事 務 局：９月までにはということで進めていただいているが、遅くても１０月初旬ま 

でに統合に関する要望書を提出するということであれば、２７年４月の開校 

は可能であると考えている。 

茂木委員：最初に８月までに方向性をといっていたのではないか。 

事 務 局：中学校については老朽改修工事と耐震補強工事を同時に行うという関係で、

担当課からも早めの８月までに方向性を出してほしいという話があった。 

小学校の統合については、統合シミュレーションに示している工事計画に沿

って進めていくことを了承していただいた上で、９月末〜１０月初旬までに

統合に関する要望書を提出していただければ可能である。 

安恒副会長：小学校が２７年４月に統合するためには、次回の協議会で決着することが最 

終ということである。それまでに説明会を実施し、歩み寄れるかどうかの協 

議をしてくるということで確認したい。 

 

議題（２）次回開催日時・場所について 

藤井議長：次回開催日時・場所について、事務局、説明をお願いする。 

事 務 局：第一小と第二小の２７年４月の統合に向け、継続協議を行うことが確認され

ているため、早めの開催とし具体的には、１０月２日、水曜日、午後６時 

３０分から８時３０分まで、会場はここ花見川公民館大会議室で開催するこ

ととしていかがか。ただし、この間に説明会も実施できるかどうかも含めて

の協議をしていただきたい。 

大塚委員：説明会の日程は早速決めたいと思う。事務局は９月１７日〜２０日あたりに

説明会を実施することは可能か。 

事 務 局：議会開催の関係上、フルメンバーで臨むことはできないが、できる範囲内で

の対応を検討させていただく。 

藤井議長：では、次回は１０月２日、水曜日、午後６時３０分から、花見川公民館大会

議室で開催としてよいか。 

一  同：異議なし（了承） 

安恒副会長：次回の協議会で統合場所が合意された場合には、小学校の「統合に関する要 

望書」（案）について検討する必要がある。この点を踏まえて、中学校と同 

様に、あらかじめ会長・副会長で要望書（案）という形で準備をさせていた 

だいてよろしいか。 

一  同：異議なし（了承） 

安恒副会長：また、教育委員会で中学校の統合が決定された場合は「中学校統合のお知ら 

せ文」（周知文）についても検討する必要があるかと思う。会長・副会長と 

事務局で案を作成し、今後の協議会で提示することとしてよろしいか。 

一  同：異議なし（了承） 
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９ 諸連絡 

事 務 局：以下を連絡した。 

１ 議事要旨の確認 

本日の会議の議事要旨を事務局でまとめて、委員の皆様に送付する。 

確認後に確定し、教育委員会のホームページ上に公開する。 

２ 協議の周知 

本日の協議内容を必ず各団体に持ち帰り報告をして、保護者や地域の 

方々へお知らせいただきたい。 

各 委 員：連絡事項なし 

 

１０ 閉会（原田会長挨拶） 

   いろいろと議論していただき、感謝する。どうしても感情的になりがちだが、大人の 

  都合にならぬよう、子どもたちのことを考え、冷静に判断し、教育環境を良くするとい 

  う立場で協議を進めていただきたい。 


